
東京都子供・ 子育て支援交付金補助要綱 

 

平成２ ９ 年１ ２ 月６ 日付２ ９ 福保子計第７ ４ ９ 号 

平成３ ０ 年１ １ 月３ ０ 日付３ ０ 福保子計第８ ６ ２ 号 一部改正 

令和元年１ ０ 月２ ４ 日付３ １ 福保子計第７ ９ ５ 号 一部改正 

令和元年１ ２ 月１ ６ 日付３ １ 福保子計第１ ０ ５ ４ 号 一部改正 

令和２ 年３ 月１ ０ 日付３ １ 福保子計第１ ４ ５ ５ 号 一部改正 

令和２ 年１ １ 月１ ７ 日付２ 福保子計第８ １ ２ 号 一部改正 

令和３ 年２ 月１ ２ 日付２ 福保子計第１ １ ５ ６ 号 一部改正 

令和３ 年１ １ 月１ ２ 日付３ 福保子計第８ １ ８ 号 一部改正 

 

 

１  交付の目的 

こ の交付金は、 区市町村が子ども ・ 子育て支援法（ 平成２ ４ 年法第６ ５ 号） 第６ １ 条

の規定に基づき 策定する 、 区市町村子ども ・ 子育て支援事業計画（ 以下「 事業計画」 と

いう 。 ） に基づく 措置のう ち、 同法第５ ９ 条に規定する 地域子ども ・ 子育て支援事業に

要する 経費について、 都が交付する こ と によ り 地域における 子供・ 子育て支援の円滑な

推進を図り 、 も って子供・ 子育て支援の充実に資する こ と を目的と する 。  

 

２  補助対象 

こ の交付金の交付は、 東京都知事（ 以下「 知事」 と いう 。 ） が区市町村に対し て行う

も のと する 。  

 

３  補助対象事業 

こ の交付金の交付対象と なる 事業（ 以下「 交付対象事業」 と いう 。 ） は、 次の（ １ ）

から （ １ ３ ） ま でに掲げる 事業と する 。  

（ １ ） 利用者支援事業 

利用者支援事業実施要綱（ 平成２ ７ 年６ 月１ ８ 日付２ ７ 福保子計第２ ５ ８ 号） に規

定する 事業 

（ ２ ） 延長保育事業 

東京都延長保育事業実施要綱（ 平成２ ７ 年７ 月２ ７ 日付２ ７ 福保子保第５ １ １ 号）

に規定する 事業 

（ ３ ） 実費徴収に係る 補足給付を行う 事業 

実費徴収に係る 補足給付事業実施要綱（ 平成２ ７ 年８ 月３ １ 日付２ ７ 福保子計第 

２ ４ ０ 号） に規定する 事業 

（ ４ ） 多様な事業者の参入促進・ 能力活用事業 



多様な事業者の参入促進・ 能力活用事業実施要綱（ 平成２ ７ 年１ ０ 月１ ５ 日付２ ７

福保子計第２ ４ １ 号） に規定する 事業 

（ ５ ） 学童ク ラ ブ事業（ 放課後児童健全育成事業）  

東京都学童ク ラ ブ事業実施要綱（ 平成２ ７ 年７ 月２ ７ 日付２ ７ 福保子家第３ ５ ８

号） に規定する 事業 

（ ６ ） 子育て短期支援事業 

子育て短期支援事業実施要綱（ 平成２ ６ 年９ 月２ ９ 日付２ ６ 福保子家第５ ８ ８ 号）

に規定する 事業 

（ ７ ） 乳児家庭全戸訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業実施要綱（ 平成２ ６ 年９ 月１ ９ 日付２ ６ 福保子家第５ ８ ２

号） に規定する 事業 

（ ８ ） 養育支援訪問事業 

養育支援訪問事業実施要綱（ 平成２ ６ 年９ 月１ ９ 日付２ ６ 福保子家第５ ８ ４ 号） に

規定する 事業 

（ ９ ） 子供を守る 地域ネッ ト ワ ーク 機能強化事業 

子供を守る 地域ネッ ト ワ ーク 機能強化事業実施要綱（ 平成２ ６ 年９ 月１ ６ 日付２ ６

福保子家第５ ９ １ 号） に規定する 事業 

（ １ ０ ） 子育てひろば事業（ 地域子育て支援拠点事業）  

子育てひろば事業（ 地域子育て支援拠点事業） 実施要綱（ 平成３ 年１ ２ 月２ ５ 日付

３ 福児育第４ ５ ２ 号） に規定する 事業 

（ １ １ ） 一時預かり 事業 

東京都一時預かり 事業実施要綱（ 平成２ ７ 年７ 月２ ７ 日付２ ７ 福保子保第５ ０ ７

号） に規定する 事業 

（ １ ２ ） 病児保育事業 

東京都病児保育事業実施要綱（ 平成２ １ 年９ 月８ 日付２ １ 福保子保第３ ７ ５ 号） に

規定する 事業 

（ １ ３ ） 子育て援助活動支援事業（ ファ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ー事業）  

子育て援助活動支援事業（ ファ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ー事業） 実施要綱（ 平成

２ ５ 年１ ２ 月３ 日付２ ５ 福保子家第６ １ ７ 号） に規定する 事業 

 

４  交付金の算定方法 

（ １ ） こ の交付金の交付額は、 別紙の第１ 欄に定める 事業（ 区分） ごと （ 延長保育事業、

実費徴収に係る 補足給付を行う 事業、 多様な事業者の参入促進・ 能力活用事業、 学童

ク ラ ブ事業（ 放課後児童健全育成事業） 、 一時預かり 事業、 病児保育事業及び利用者

支援事業・ 放課後児童健全育成事業・ 地域子育て支援拠点事業・ 子育て援助活動支援

事業（ ファ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ー事業） （ 特例措置分） については、 それぞれ



下表の細区分ごと ） に、 次によ り 算出さ れた額の合計額と する 。 ただし 、 算出さ れた

事業（ 区分） ごと の合計額に1, 000円未満の端数が生じ た場合には、 こ れを切り 捨て

る も のと する 。  

ア 第１ 欄の事業（ 区分） ごと （ 延長保育事業、 実費徴収に係る 補足給付を行う 事

業、 多様な事業者の参入促進・ 能力活用事業、 学童ク ラ ブ事業（ 放課後児童健全育

成事業） 、 一時預かり 事業、 病児保育事業及び利用者支援事業・ 放課後児童健全育

成事業・ 子育て援助活動支援事業（ ファ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ー事業） ・ 地域

子育て支援拠点事業（ 特例措置分） については、 それぞれ下表の細区分ごと ） に、

第２ 欄に定める 基準額と 第３ 欄に定める 対象経費の実支出額と を比較し て少ない方

の額と 、 総事業費から 寄付金その他の収入額を控除し た額と を比較し て少ない方の

額を選定する 。  

イ  第１ 欄の事業（ 区分） ごと （ 延長保育事業、 実費徴収に係る 補足給付を行う 事

業、 多様な事業者の参入促進・ 能力活用事業、 学童ク ラ ブ事業（ 放課後児童健全育

成事業） 、 一時預かり 事業、 病児保育事業及び利用者支援事業・ 放課後児童健全育

成事業・ 子育て援助活動支援事業（ ファ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ー事業） ・ 地域

子育て支援拠点事業（ 特例措置分） については、 それぞれ下表の細区分ごと ） に、

アによ り 選定さ れた額に３ 分の１ を乗じ て得た額の合計額を交付額と する 。  

ただし 、 次の（ ア） から （ オ） に該当する 事業については以下の通り と する 。  

（ ア）  別紙第１ 欄の利用者支援事業について、 補助基本額に６ 分の１ を乗じ て得

た額を交付額と する 。  

（ イ ）  別紙第１ 欄の多様な事業者の参入促進・ 能力活用事業における ４ 多子世帯

保育料負担軽減支援について、 補助基本額に４ 分の１ を乗じ て得た額を交

付額と する 。  

（ ウ ）  別紙第１ 欄の学童ク ラ ブ事業（ 放課後児童健全育成事業） における 、 ２  

学童ク ラ ブ環境整備事業費（ １ ） アから ウ ま でについて、 待機児童が既に

発生し ている 又は当該事業を実施し なければ待機児童が発生する 自治体に

おいては補助基本額に２ 分の１ （ 午後７ 時以降ま で開所する 学童ク ラ ブを

新設する 場合は１ ２ 分の７ 、 午後７ 時以降ま で開所する 学童ク ラ ブを新設

する 場合かつ、 放課後子供教室と 一体的に実施する 場合に必要と なる 小学

校の余裕教室の改修等の場合は３ 分の２ ） 、 それ以外の自治体で午後７ 時

以降ま で開所する 学童ク ラ ブを新設する 場合は２ 分の１ を乗じ て得た額を

交付額と する 。  

（ エ）  別紙第１ 欄の学童ク ラ ブ事業（ 放課後児童健全育成事業） （ 特定分） にお

ける ４ 学童ク ラ ブ開設準備支援事業並びに、 病児保育事業（ 特定分・ 事業

費） における １ （ ３ ） 及び２ （ ３ ） 普及定着促進費（ 開設準備経費） につ

いて広域利用を前提と する 場合は、 補助基本額に３ 分の２ を乗じ て得た額



を交付額と する 。  

（ オ）  別紙第１ 欄の学童ク ラ ブ事業（ 放課後児童健全育成事業） （ 特定分） にお

ける ５ 学童ク ラ ブにおける 医療的ケア児等受入支援事業について、 補助基

本額に２ 分の１ を乗じ て得た額を交付額と する 。  

 

事業名 細区分 

延長保育事業 ○幼稚園型認定こ ども 園以外 

○幼稚園型認定こ ども 園 

実費徴収に係る

補足給付を行う

事業 

○１ 号認定（ 教育・ 保育給付認定） （ 公立） 及び施設等利用給付

認定（ 公立）  

○１ 号認定（ 教育・ 保育給付認定） （ 私立） 及び施設等利用給付

認定（ 私立）  

○２ ， ３ 号認定（ 教育・ 保育給付認定）  

多様な事業者の

参入促進・ 能力

活用事業 

○新規参入施設への巡回支援及び認定こ ど も 園特別支援教育・ 保

育経費（ 保育所型、 地方裁量型） 、 地域における 小学校就学前

の子供を対象と し た多様な集団活動事業の利用支援（ ウ  その

他施設分）  

〇多子世帯保育料負担軽減支援 

○認定こ ども 園特別支援教育・ 保育経費（ 幼保連携型、 幼稚園

型） 、 地域における 小学校就学前の子供を対象と し た多様な集

団活動事業の利用支援（  ア 各種学校及びイ  都が独自に認定

し ている 幼稚園類似の幼児施設）  

学童ク ラ ブ事業

（ 放課後児童健

全育成事業）  

○特定分 設置促進事業（ 待機児童解消のための整備かつ午後７

時以降開所） （ 放課後子供教室と の一体型）  

○特定分 設置促進事業（ 待機児童解消のための整備かつ午後７

時以降開所） （ 放課後子供教室と の一体型を除く ）  

○特定分 設置促進事業（ 待機児童解消のための整備又は午後７

時以降開所）  

○特定分 開設準備支援事業 

〇特定分 学童ク ラ ブにおける 医療的ケア児等受入支援事業 

○特定分 上記を除く 事業費合計 

○一般分 

○その他分 

一時預かり 事業 ○一般型、 余裕活用型、 居宅訪問型 

病児保育事業 ○特定分 普及定着促進費（ 広域利用を前提と する 場合）  

○特定分 上記を除く 事業費合計 



○特定分 低所得者減免分加算合計 

○一般分 

利用者支援事

業・ 延長保育事

業・ 放課後児童

健全育成事業・

子育て短期支援

事業・ 乳児家庭

全戸訪問事業・

養育支援訪問事

業・ 地域子育て

支援拠点事業・

子育て援助活動

支援事業（ ファ

ミ リ ー・ サポー

ト ・ センタ ー事

業） （ 特例措置

分） ）  

○１  放課後児童健全育成事業１ （ １ ） から （ ７ ）  

○１  放課後児童健全育成事業１ （ ８ ）  

○２  子育て援助活動支援事業（ ファ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ー

事業）  

○３  利用者支援事業 

○４  地域子育て支援拠点事業 

○５  新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策支援事業（ １ ）  

○５  新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策支援事業（ ２ ）  

○５  新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策支援事業（ ３ ）  

○５  新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策支援事業（ ４ ）  

○５  新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策支援事業（ ５ ）  

○５  新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策支援事業（ ６ ）  

○５  新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策支援事業（ ７ ）  

○５  新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策支援事業（ ８ ）  

○５  新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策支援事業（ ９ ）  

○５  新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策支援事業（ １ ０ ）  

○６  Ｉ Ｃ Ｔ 化推進事業（ １ ）  

○６  Ｉ Ｃ Ｔ 化推進事業（ ２ ）  

○６  Ｉ Ｃ Ｔ 化推進事業（ ３ ）  

○６  Ｉ Ｃ Ｔ 化推進事業（ ４ ）  

○６  Ｉ Ｃ Ｔ 化推進事業（ ５ ）  

（ ２ ） 前項で算出し た額等が予算額を超える 場合、 補助額の配分に著し い不均衡を生じ る

場合等には、 調整を行う こ と がある 。  

 

５  交付の条件 

こ の交付金の交付にあたっては、 別記補助条件を付し て行う も のと する 。  

 

６  申請手続 

区市町村長は、 別紙様式２ 、 ３ 及び４ の１ から ４ の１ ３ ま でに関係書類を添えて、 別

に定める 期日ま でに知事に提出し て行う も のと する 。  

 

７  変更交付申請 

こ の交付金の交付決定後の事情の変更によ り 、 申請の内容を変更し て追加交付申請等

を行う 場合には、 ６ に定める 申請手続き に従い、 別に定める 日ま でに行う も のと する 。  



 

 

８  交付決定 

（ １ ） 知事は、 区市町村から 提出さ れた交付申請書又は変更交付申請書の内容を審査し 、

適当と 認める 場合は、 第５ 条の条件を付し て補助金の交付の決定又は決定の変更を行

い、 区市町村に通知する も のと する 。  

（ ２ ） 区市町村長は、 交付決定の内容又はこ れに付さ れた条件に異議がある と き は、 交付

決定の通知を受けた日から １ ４ 日以内に、 その旨を記載し た書面を知事に提出する こ

と によ り 、 申請を取り 下げる こ と ができ る 。  

 

９  概算払 

知事は、 こ の補助金について必要がある と 認める 場合においては、 予算の範囲内にお

いて、 概算払をする こ と ができ る 。  

 

１ ０  準用 

  こ の交付金の交付に関し ては、こ の要綱に定める も ののほか、東京都補助金等交付規則

（ 昭和３ ７ 年東京都規則第１ ４ １ 号） に定める と こ ろによ る も のと する 。  

 

１ １  その他 

こ の要綱に定める も ののほか、東京都子供・ 子育て支援交付金の交付に関し て必要な事

項は、 東京都福祉保健局少子社会対策部長が別に定める 。  

 

附 則 

こ の要綱は、 決定の日から 施行し 、 平成２ ９ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

 

附 則 

こ の要綱は、 平成３ ０ 年１ １ 月３ ０ 日から 施行し 、 平成３ ０ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

 

附 則 

こ の要綱は、 令和元年１ ０ 月２ ４ 日から 施行し 、 平成３ １ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

なお、 ３ （ ３ ） 実費徴収に係る 補足給付を行う 事業については、 令和元年１ ０ 月２ ４ 日

から 施行し 、 令和元年１ ０ 月１ 日から 適用する 。 令和元年９ 月分ま での補足給付に係る 交

付金の算定ついては、 なお従前の例によ る 。  

 

附 則 

こ の要綱は、 令和元年１ ２ 月１ ６ 日から 施行し 、 令和元年１ ０ 月１ ２ 日から 適用する 。  

 



附 則 

こ の要綱は、 令和２ 年３ 月１ ０ 日から 施行し 、 令和２ 年３ 月２ 日から 適用する 。  

 

附 則 

こ の要綱は、 令和２ 年１ １ 月１ ７ 日から 施行し 、 令和２ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

ただし 、 一時預かり 事業（ 災害特例型） については、 令和２ 年７ 月４ 日から 適用する 。  

 

附 則 

こ の要綱は、 令和３ 年２ 月１ ２ 日から 施行し 、 令和３ 年１ 月１ 日から 適用する 。  

 

附 則 

こ の要綱は、 令和３ 年１ １ 月１ ２ 日から 施行し 、 令和３ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

ただし 、 多様な事業者の参入促進・ 能力活用事業（ 多子世帯保育料負担軽減支援） につい

ては、 令和３ 年１ ０ 月１ 日から 適用する 。  

 

  



別 記 

補 助 条 件 

 

１  重複禁止 

（ １ ）  補助要綱３ に掲げる 各事業の対象経費を重複し て申請し 交付を受けてはなら ない。  

（ ２ ）  こ の交付金に係る 補助金の交付と 、 対象経費を重複し て他の補助金等の交付を受け

てはなら ない。  

 

２  配分の変更 

交付対象事業に要する 経費については、 補助要綱８ に定める 交付決定における 、 別紙

様式２ 別表の各事業の区分を超えて配分の変更を行う こ と はでき ない。  

なお、 延長保育事業、 実費徴収に係る 補足給付を行う 事業、 多様な事業者の参入促

進・ 能力活用事業、 学童ク ラ ブ事業（ 放課後児童健全育成事業） 、 一時預かり 事業、 病

児保育事業及び利用者支援事業・ 放課後児童健全育成事業・ 子育て援助活動支援事業

（ ファ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ー事業） ・ 地域子育て支援拠点事業（ 特例措置分） に

ついては、 それぞれ以下の細区分を超えて配分の変更を行う 事はでき ない。  

 

事業名 細区分 

延長保育事業 ○幼稚園型認定こ ども 園以外 

○幼稚園型認定こ ども 園 

実費徴収に係る

補足給付を行う

事業 

○１ 号認定（ 教育・ 保育給付認定） （ 公立） 及び施設等利用給付

認定（ 公立）  

○１ 号認定（ 教育・ 保育給付認定） （ 私立） 及び施設等利用給付

認定（ 私立）  

○２ ， ３ 号認定（ 教育・ 保育給付認定）  

多様な事業者の

参入促進・ 能力

活用事業 

○新規参入施設への巡回支援及び認定こ ども 園特別支援教育・ 保

育経費（ 保育所型、 地方裁量型） 、 地域における 小学校就学前

の子供を対象と し た多様な集団活動事業の利用支援（ ウ  その

他施設分）  

〇多子世帯保育料負担軽減支援 

○認定こ ども 園特別支援教育・ 保育経費（ 幼保連携型、 幼稚園

型） 、 地域における 小学校就学前の子供を対象と し た多様な集

団活動事業の利用支援（  ア 各種学校及びイ  都が独自に認定

し ている 幼稚園類似の幼児施設）  

学童ク ラ ブ事業

（ 放課後児童健

○特定分 

○一般分 



全育成事業）  ○その他分 

一時預かり 事業 ○一般型、 余裕活用型、 居宅訪問型 

病児保育事業 ○特定分 

○一般分 

利用者支援事

業・ 放課後児童

健全育成事業・

地域子育て支援

拠点事業・ 子育

て援助活動支援

事業（ フ ァ ミ リ

ー・ サポート ・

センタ ー事業）

（ 特例措置分）  

○１  放課後児童健全育成事業１ （ １ ） から （ ７ ）  

○１  放課後児童健全育成事業１ （ ８ ）  

○２  子育て援助活動支援事業（ ファ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ー

事業）  

○３  利用者支援事業 

○４  地域子育て支援拠点事業 

 

 

３  事情変更によ る 決定の取消し 等 

知事は、 こ の交付金の交付の決定後の事情変更によ り 特別の必要が生じ たと き は、 こ

の決定の全部若し く は一部を取り 消し 、 又はこ の決定の内容若し く はこ れに付し た条件

を変更する こ と がある 。  

 

４  承認事項 

区市町村長は、 次のいずれかに該当する と き は、 あら かじ め知事の承認を受けなけれ

ばなら ない。 ただし （ １ ） 及び（ ２ ） に掲げる 事項のう ち軽微なも のについてはこ の限

り ではない。  

（ １ ） 事業に要する 経費の配分について２ を除き 変更し よ う と する と き 。  

（ ２ ） 事業の内容を変更し よ う と する と き 。  

（ ３ ） 事業を中止し 、 又は廃止し よ う と する と き 。  

 

５  財産処分の制限 

（ １ ） 区市町村長は、 事業によ り 取得し 、 又は効用の増加し た価格が単価５ ０ 万円以上の

機械及び器具については、 「 補助事業等によ り 取得し 、 又は効用の増加し た財産の処

分制限期間」 （ 平成２ ７ 年１ ２ 月４ 日内閣府告示第４ ２ ４ 号） に定める 期間を経過す

る ま で、 知事の承認を受けないで、 こ の交付金の交付の目的に反し て使用し 、 譲渡

し 、 交換し 、 貸し 付け、 担保に供し 、 又は廃棄し てはなら ない。  

（ ２ ） 知事の承認を受けて取得財産等を処分する こ と によ り 収入があった場合には、 その

収入の全部又は一部を都に返納さ せる こ と がある 。  



 

６  財産の管理 

区市町村長は、 事業によ り 取得し 、 又は効用の増加し た財産については、 事業の完了

後においても 善良な管理者の注意をも って管理する と と も に、 その効率的な運用を図ら

なければなら ない。  

 

７  関係書類の保管  

 区市町村長は、 こ の交付金の交付に係る 予算と 決算の関係を明ら かにし た別紙様式１

によ る 調書を作成する と と も に、 事業の歳入・ 歳出について証拠書類を整理し 、 かつ当

該会計年度終了後５ 年間保管し なければなら ない。  

 ただし 、 事業によ り 取得し 、 又は効用の増加し た財産がある 場合は、 前記の期間を経

過後、 当該財産の財産処分が完了する 日、 又は「 補助事業等によ り 取得し 、 又は効用の

増加し た財産の処分制限期間」 （ 平成２ ７ 年１ ２ 月４ 日内閣府告示第４ ２ ４ 号） に定め

る 期間を経過する 日のいずれか長い日ま で保管し ておかなければなら ない。  

 

８  事業の完了時期 

事業は、 毎年３ 月３ １ 日ま でに完了し なければなら ない。  

  

９  間接補助の場合の条件 

区市町村長が、 区市町村以外の者が行う 補助対象事業に対し て、 こ の交付金を財源の

一部と する 相当の反対給付を受けない給付金を交付する 場合には、 間接補助事業者に対

し て、 補助要綱５ に定める 条件と 同等の条件を付さ なければなら ない。  

 

１ ０  事故報告等 

区市町村長は、 事業が予定の期間内に完了し ない場合又は補助事業の遂行が困難と な

った場合は、 速やかにその理由及びその他必要な事項を書面によ り 知事に報告し 、 その

指示を受けなければなら ない。  

 

１ １  状況報告 

区市町村長は、 知事から 事業の遂行に関し て報告を求めら れたと き は、 速やかに報告

し なければなら ない。  

 

１ ２  事業の遂行命令等 

（ １ ） １ ０ 及び１ １ によ る 報告、 地方自治法（ 昭和２ ２ 年法律第６ ７ 号） 第２ ２ １ 条第２

項によ る 調査等によ り 、 事業が交付金の交付決定の内容又はこ れに付し た条件に従っ

て遂行さ れていないと 認める と き は、 知事は、 区市町村長に対し 、 こ れら に従って当



該交付事業を遂行すべき こ と を命ずる こ と がある 。  

（ ２ ） （ １ ） に規定する 命令に反し たと き は、 知事は、 区市町村長に対し 、 事業の一時停

止を命ずる こ と がある 。  

 

１ ３  実績報告 

区市町村長は、 交付対象事業が完了し たと き 、 事業が予定の期間内に完了し ないま ま

交付金交付の決定に係る 会計年度が終了し たと き 、 又は４ （ ３ ） の規定によ り 事業の廃

止の承認を受けたと き は、 当該交付決定に係る 事業の実績について別紙様式３ 及び５ の

１ から ５ の１ ３ ま でに関係書類を添付し 、 別に定める 日ま でに知事に報告する も のと す

る 。  

 

１ ４  消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告 

   区市町村長は、 事業完了後に、 消費税及び地方消費税の申告によ り 補助金に係る 消費

税及び地方消費税仕入控除税額が確定し た場合は、 別紙様式６ によ り 報告する こ と 。  

なお、 交付対象事業者が全国的に事業を展開する 組織の一支部（ 又は一支社、 一支所

等） であって、 自ら 消費税及び地方消費税の申告を行わず、 本部（ 又は本社、 本所等）

で消費税及び地方消費税の申告を行っている 場合は、 本部の課税売上割合等の申告内容

に基づき 報告を行う こ と 。  

ま た、 知事は報告があった場合には、 当該仕入控除税額の全部又は一部を都に納付さ

せる こ と がある 。  

 

１ ５  額の確定 

知事は、 １ ３ の審査及び必要に応じ て行う 現地調査等によ り 事業の成果が交付金の交

付の決定の内容及びこ れに付し た条件に適合する も のである かどう かを調査し 、 適合す

る と 認めたと き は、 交付すべき 交付金の額を確定し 、 区市町村長に通知する 。  

 

１ ６  是正のための措置 

（ １ ） 知事は、 １ ５ の調査の結果、 交付事業の成果が交付の決定内容及びこ れに付し た条

件に適合し ないと 認める と き は、 区市町村長に対し 、 当該補助事業につき 、 こ れに適

合さ せる ための措置を命ずる こ と ができ る 。  

（ ２ ） １ １ の規定は、 （ １ ） の規定によ る 命令によ り 必要な措置をし た場合についても 、

こ れを行わなく てはなら ない。  

 

１ ７  決定の取消し  

知事は、 区市町村長が次のいずれかに該当し た場合は、 交付決定の全部又は一部を取

り 消すこ と ができ る 。  



なお、 こ の規定は、 １ ５ によ り 交付すべき 交付金の額を確定し た後においても 適用す

る 。  

（ １ ） 偽り その他不正の手段によ り 交付金の交付を受けたと き 。  

（ ２ ） 交付金を補助対象事業以外の用途に使用し たと き 。  

（ ３ ） その他交付金の交付決定の内容又はこ れに付し た条件又は法令の規定等に違反し た

と き 。  

 

１ ８  交付金の返還 

（ １ ） ３ 又は１ ７ によ り 交付金の交付の決定が取り 消さ れた場合において、 事業の当該取

り 消し に係る 部分に関し 、 既に交付金が交付さ れている と き は、 知事は、 期間を定め

て、 その返還を命ずる も のと する 。  

（ ２ ） （ １ ） の規定は、 １ ５ によ り 交付すべき 交付金の額を確定し た場合において、 既に

その額を超える 交付金が交付さ れている と き は、 その超えた額についても 同様と す

る 。  

 

１ ９  違約加算金 

  区市町村長は１ ７ に掲げる 事由によ り 補助金の交付決定の全部又は一部を取り 消さ

れ、 交付金を返還する こ と と なったと き は、 その返還に係る 交付金の受領の日から 納付

の日ま での日数に応じ て、 当該交付金の額（ その一部を納付し た場合における その後の

期間の期間については、 既納付額を控除し た額） につき １ ０ ． ９ ５ パーセント の割合で

計算し た違約加算金（ １ ０ ０ 円未満の場合を除く 。 ） を納付し なければなら ない。  

 

２ ０  延滞金 

  区市町村長は、 交付金の返還を命ぜら れた場合において、 こ れを納付日ま でに納付し

なかったと き は、 納付日の翌日から 納付の日ま での日数に応じ 、 その未納付額につき 年

１ ０ ． ９ ５ パーセント の割合で計算し た延滞金（ １ ０ ０ 円未満の場合を除く 。 ） を納付

し なければなら ない。  

 

２ １  事情変更によ る 届出 

区市町村長は、交付金の交付の決定を受けた後に、事情の変更を生じ た場合は、速やか

にその旨を知事に届け出て、 その指示を受ける も のと する 。  

 

２ ２  他の補助金等の一時停止等 

知事は、 区市町村長が交付金の返還を命ぜら れたにも かかわら ず、 当該交付金、違約加

算金又は延滞金の全部又は一部を納付し ない場合においては、 他の同種の事務又は事業

について交付すべき 補助金等がある と き は、 相当の限度においてその交付を一時停止し 、

又は当該補助金等と 未納付額と を相殺する も のと する 。  


